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支給額
　支給額は7割です。当組合の付加給付として訪問看
護療養費が支給される場合に、１か月の自己負担額の
合計額（高額療養費は除く。）から25,000円を差し引
いた額が、「訪問看護療養費付加金」「家族訪問看護療

養費付加金」として支給されます。ただし、算出した額
が1,000円未満の場合は支給されません。また、100
円未満の端数は切り捨てられます。

入院などで移送を受けるとき

　病気やけがの手術や治療のため、至急転院しなけれ
ばならないと医師が認めた場合で、歩行が著しく困難
な状態のときは、健保組合の承認により車代、運賃な

どの移送に要した費用の基準額が、移送費として支給
されます。単なる転院のための交通費などは移送費の
対象になりません。

　自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけ
の医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪

問看護師などから療養上の世話や必要な補助を受けた
場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

移送費（家族移送費）が支給されます

訪問看護療養費（家族訪問看護療養費）が支給されます

　移送費が支給されるのは、次のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合です。

◦移送の目的である療養が、保険診療として適切であること

◦患者が療養の原因である病気、けがにより移動が困難であること

◦緊急その他やむを得ない事情があること

こんなときに移送費が支給されます

まず、健保組合に連絡してください。その後、健保組合から送付された「移送費支給申請書」に費用の領収書
の原本、医師の移送承認書の原本を添付して会社（人事部門）経由で健保組合へ届け出てください。手続き

在宅医療を受けるとき

一旦、診療所等で受診したものの、
必要な手術設備や医療（入院）設備
がないため、医師の承諾のもと設備
等の完備している病院に転院し、緊
急に手術・処置等を受け入院加療を
行う必要がある場合に限られます。
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　被保険者が病気やけがの治療のために会社を休み給料の支払いが受けられないときは、生活保障として健保組合
から「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金が支給されます

病気やけがで会社を休んだとき

支給を受けられるのは下記の４つすべての条件に該当したとき

　業務外の病気やけがのた
め療養していること。入院
に限らず自宅療養でもかま
いません。

　３日以上連続で休んだ場
合、次の４日目から支給さ
れます。

　病気やけがのため仕事に
つけないこと。

　給料が受けられないとき支給
されます。給料が受けられてもそ
の額が傷病手当金より少ないと
きは、その差額が支給されます。

療養中であること 連続３日以上
休んだとき仕事につけないこと 給料の支払いが

受けられないこと

支給額
　休んだ期間も給料が支給される場合
（有給休暇等を含む）は傷病手当金は支
給されません。ただし、給料が一部支給
される場合で、その額が傷病手当金の額
より少ないときは、その差額が傷病手当
金として支給されます。

傷病手当金

病気やけがのため会社を休み給料が受けられない
とき、休み始めてから４日目から、直近12か月間
の標準報酬月額平均額の1/30の３分の２に相当す
る額を最長で１年６か月間支給

延長傷病手当金付加金
上記の法定給付満了後、直近12か月間の標準
報酬月額平均額の1/30の３分の２に相当する
額を最長で３か月間支給

支給期間
　傷病手当金が支給されるのは、支給開始の日から通
算して１年６か月を限度に、医師が労務不能と認めた
期間です。

　なお、傷病手当金支給期間経過後、同一疾病・負傷
による療養のために労務不能な場合、３か月を限度に
「延長傷病手当金付加金」が支給されます。

障害年金などを受けられるとき
　厚生年金から障害年金または障害手当金が受けられ
るようになり、その額が傷病手当金の額より多い場合
は、１年６か月以内であっても傷病手当金の支給は打
ち切られます。ただし、障害年金などが傷病手当金の
額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支

給されます。
　資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等の老
齢退職年金を受給できる場合は、傷病手当金は支給さ
れません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下
回るときは、その差額が支給されます。

「傷病手当金支給申請書」に医師の意見を記入してもらい、会社（人事部門）に提出してください。支給申請書は、
ひと月ごとにまとめて（月末締め）提出してください。（暦月で、4月分、5月分、6月分のように月単位で提出。）

「傷病手当金支給申請書」 ➡ P.89・90
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手続き


